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議案第１７号 登米市公立学校における結核対策に関する規則の一部を改
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議案第１８号 登米市立学校いじめ防止対策委員会設置要綱の制定につい

て 

会議結果 報告第 ９号 承認 

議案第１３号 決定 

議案第１４号 決定 

議案第１５号 決定 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

伊藤教育総

務課長補佐 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

千葉教育次

長 

 

 

千葉教育次

長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

開会（午前９時３０分） 

 教育委員会議の開会を宣言し、本日の議事日程に基づき会議を開く旨

を告げる。 

  

前回の会議録の承認を求めます。 

 

（４月３０日の定例会議の会議録を説明） 

 

 

会議録の説明が終わりました。この内容について御異議ありません

か。 

 

 （「なし」の声あり） 

 

御異議がないものと認め、説明のとおり承認することとします。 

 

会議録署名委員の指名を行います。 

 

委員長から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

  

 御異議がないようですので、１番橘委員、３番大久保委員にお願いし

ます。 

 

日程第１、選挙第１号「登米市教育委員会委員長の選挙」 

畠山委員長の委員長としての任期が、５月２０日で満了することか

ら、次期委員長の選挙行う旨説明。 

委員の互選の結果、畠山信弘委員長を次期委員長に選任した。 

 

日程第２、指定第１号「登米市教育委員会委員長職務代行者の指定」 

５月２０日の任期満了に伴う次期委員長職務代行者の指定について

説明。 

委員の承認を得て、畠山委員長が、橘委員長職務代行者を次期委員長

職務代行者に指定した。 

 

日程第３、指定第２号「議席の指定」 

５月２１日以降の議席を委員の承認を得て、畠山委員長が指定。 

１番委員に橘智法委員、２番委員に小野寺範子委員、３番委員に 

大久保芳彦委員、４番委員に片倉敏明教育長を指定した。 

 

日程第４、報告第９号「一般事務報告について」を上程します。「教

育長の一般事務報告について」、教育長から報告をお願いします。 

 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

片倉教育長 

 

 

 

 

橘委員 

 

 

片倉教育長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

（一般事務報告について、平成２６年４月３０日から平成２６年５月

１９日までの会議・行事出席状況やその概要などについて、別紙資料

に基づき報告する。） 

 

 教育長の一般事務報告が終わりました。この件について御質問あり

ませんか。 

  

５月８日～９日に主要事業説明がありましたが、今年の各課、室のメ

イン事業になると思いますので、内容、その情報を共有させてください。 

 

昨年度の反省も踏まえ、教育委員会事務局内で情報をしっかり共有で

きていたか指摘したところです。事業の進捗状況をしっかり把握したい

と考えました。１年間の教育委員会事務局の動きとなります。教育委員

の皆さんにもう少し簡略化したものを、後日お渡しします。 

 

先週、市内の各小学校で運動会が行われましたが、事故やけがの報告

はありましたか。 

 

早速、次の日に確認したところですが、けが等は１件もありませんで

した。強い強風の日でしたので、心配していたところでした。 

 

ほかに御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、報告第９号「一般事務報告について」は、

報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第４、報告第９号「一般事務報告に

ついて」は、報告のとおり承認することとします。 

暫時休憩します。 

 

（午前１０時９分から午前１０時２０分まで休憩） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

日程第５、議案第１３号「登米市給食センター運営審議会委員の委嘱

について」を上程します。 

説明を求めます。 

 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

伊藤教育総

務課長補佐 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

伊藤教育総

務課長補佐 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

この委員の皆さんは、充て職ですか。 

 

はい、そうです。 

 

 

ほかに御質問ありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第１３号「登米市学校給食センター

運営審議会委員の委嘱について」は、原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第５、議案第１３号「登米市学校給

食センター運営審議会委員の委嘱について」は、原案のとおり決定す

ることとします。 

 

日程第６、議案第１４号「教科書採択資料作成委員の委嘱について」

を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 御質問がないようですので、議案第１４号「教科書採択資料作成委員

の委嘱について」は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

千葉教育次

長 

 

畠山委員長 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第６、議案第１４号「教科書採択資

料作成委員の委嘱について」は、原案のとおり決定することとします。 

 

日程第７、議案第１５号「教科書調査委員会委員の委嘱について」を

上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 御質問がないようですので、議案第１５号「教科書調査委員会委員の

委嘱について」は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第７、議案第１５号「教科書調査委

員会委員の委嘱について」は、原案のとおり決定することとします。 

お願いですが、これまでの学力調査等を鑑みまして、学力向上に資す

るような教科書選定を心がけていただきたいと思います。 

また、余裕をもって資料作成ができるような時間設定を学校教育課に

お願いします。 

 

日程第８、議案第１６号「登米市育英資金及び浅野兄妹奨学資金、上

杉奨学金に係る奨学生若しくは奨学生であった者の死亡の届出及び奨

学金の返還免除に関する取扱いについて」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保委員 

 

 

 

千葉教育次

長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

千葉教育次

長 

 

 

大久保委員 

 

千葉教育次

長 

 

 

小野寺委員 

 

千葉教育次

長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

奨学金の返還を免除とするかどうかについて、「教育委員会に諮り」

とありますが、その都度判断するということではなく、判断基準を予め

作っておくことはできませんか。 

 

教育委員会に諮る際は、奨学生の家族構成、相続人、連帯保証人等を

しっかり調査して、免除すべきかどうか事務局の考えを明確にして、提

案したいと思います。判断基準については、税の控除や扶養者数などと

いいましても、難しいものがありますので、その事案に応じての御提案

とさせていただきたいと思います。 

 

できるだけ客観的な調査、数字や聞き取り調査をしてもらいたいと思

います。 

 

只今の意見につきましては、判断が短時間でできますよう事務決裁す

る際に関係事務書類について、きちんと整備がされるよう努めていきた

いと思います。 

 

このことについて、奨学金の原資の提供者には、連絡するのですか。 

 

貸付認定の結果は、お知らせしています。前回の教育委員会で、いろ

いろな意味でコミュニケーション、つながりを持った方がよいという話

がありましたので、お知らせしたいと思います。 

 

連帯保証人の年齢の上限はありますか。 

 

その貸付時点での資力、支払い能力で判断しており、年齢の上限は設

けておりません。 

 

ほかに御質問ありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第１６号「登米市育英資金及び浅野

兄妹奨学資金、上杉奨学金に係る奨学生若しくは奨学生であった者の死

亡の届出及び奨学金の返還免除に関する取り扱いについて」は、原案の

とおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第８、議案第１６号「登米市育英資

金及び浅野兄妹奨学資金、上杉奨学金に係る奨学生若しくは奨学生で

あった者の死亡の届出及び奨学金の返還免除に関する取り扱いについ



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

て」は、原案のとおり決定することとします。 

 

日程第９、議案第１７号「登米市公立学校における結核対策に関する

規則の一部を改正する規則について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

施行日はいつですか。 

 

本日決定をいただきましたら、告示行為を行い、明日以降の施行とな

ります。 

 

ほかに御質問ありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第１７号「登米市公立学校における

結核対策に関する規則の一部を改正する規則について」は、原案のとお

り決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第９、議案第１７号「登米市公立学

校における結核対策に関する規則の一部を改正する規則について」は、

原案のとおり決定することとします。 

 

日程１０、議案第１８号「登米市立学校いじめ防止対策委員会設置要

綱の制定について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

この委員会は、年２回必ず開催するのですか。 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大柳学校教

育課長 

 

 

橘委員 

 

 

大柳学校教

育課長 

 

 

大久保委員 

 

 

 

大柳学校教

育課長 

 

小野寺委員 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

千葉教育次

長 

年度初めに事業の計画等について、年度末に総括・検証などをするこ

ととなります。このほか、いじめに関する重大な事案が発生した時にも

開催することとなります。 

 

各小中学校で既に、こういう組織を設置しているときは、構成員の民

生児童委員等は、この委員会にシフトしていくこととなりますか。 

 

小・中学校で問題対策委員会が設置されています。組織を多く立ち上

げて形骸化する恐れや教職員の多忙化という問題もありますので、今あ

る組織を整理発展解消して設置することになると考えています。 

 

 この委員会の位置付けは、第８条の総務部会、相談部会などを置くこ

ととしていますので、いじめの未然防止組織という位置付けではありま

せんね。 

 

委員御指摘のとおり、いじめの未然防止、早期発見、早期対処を所掌

する組織です。 

 

第８条にある部会の構成員はどうなりますか。 

 

第８条の１号、２号の総務部会、相談部会は教職員、第３号の調査部

会は、外部委員等を入れる方向で考えています。 

 

ほかに御質問ありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 御質問がないようですので、議案第１８号「登米市立学校いじめ防止

対策委員会設置要綱の制定について」は、原案のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第１０、議案第１８号「登米市立学

校いじめ防止対策委員会設置要綱の制定について」は、原案のとおり

決定することとします。 

 

次回の教育委員会定例会議の開催日程についてお願いします。 

 

次回は、６月議会議案の補正予算案などを審議いただくこととしてい

ますが、６月４日または５日頃ということで調整させていただき、改め

て御案内します。 



 閉会（午前１１時３２分） 

 


